
令和８年度市民無料法律相談日程 

＜毎月第１・第３月曜日＞（注：祝日などで曜日が異なる場合があります） 

 

日  程 

令和８年 ４月６日 （月） ４月２０日 （月） 

５月７日 （木） ５月１８日 （月） 

６月１日 （月） ６月１５日 （月） 

７月６日 （月） ７月２１日 （火） 

８月３日 （月） ８月１７日 （月） 

９月７日 （月） ９月２４日 （木） 

１０月５日 （月） １０月１９日 （月） 

１１月２日 （月） １１月１６日 （月） 

１２月７日 （月） １２月２１日 （月） 

令和９年 １月４日 （月） １月１８日 （月） 

２月１日 （月） ２月１５日 （月） 

３月１日 （月） ３月１５日 （月） 

 
相談内容 離婚、不動産、借金、相続問題など法律に関すること 

 

相談時間 午前９時から午後１時まで（お一人３０分程度） 
 

受付時間 午前８時３０分から１２時３０分まで 
 

受付場所 市民課生活係（１階２番窓口） 
 

※予約制ではありません。当日の受付順になりますので、受付場所に 

お越しください。 
 

※原則南陽市民のみ対象ですが、市外在住の方で南陽市に不動産を 

所有している場合などは対象となります。 


